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Ⅴ 市町村総合計画の策定と住民参加 
 
１，市町村総合計画の策定過程における住民参加の形態と問題点 

 

 『基本構想の課題と展望』(1)（地方自治協会，1976 年）の「策定過程における住民参加」

の部分，および『定住構想と市町村行政の役割に関する調査研究報告書（計画と参加）Ⅰ』

(2)（自治省行政局，1981 年）の「市町村計画策定における住民参加」「地区別計画と物的

空間整備」「コミュニテｲと計画」を整理したのが表 5-1-1 である。表 5-1-1 によると，住

民参加の形態としては，大きく見れば，①広報公聴活動型の住民参加，②審議会あるいは

審議会に代わるような機関による住民参加，③住民集会型の住民参加の３形態が考えられ

る。表 5-1-1 には，３形態のそれぞれの代表として，「住民意識調査の実施」「審議会の設

置」「地区別住民集会の開催」を選び，住民参加の意義と問題点を整理している。 

 第１の住民意識調査の意義としては，住民の要望を最も直接的に捉らえることが出来る

という長所を持っている。これに対して，問題点は，住民の要望をそのまま全面的に基本

構想の中に反映出来ないという点がある。すなわち，いろいろな要望が出されても，順位

をつける段階で下位のものが削られていくという問題である。もう 1 つは，住民参加の意

義を住民が自治の担い手であることを認識するという点に求めた場合，住民意識調査は非

常に不十分であるということである。 

 

   表５‐１‐１ 計画策定過程における住民参加の形態と問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学識経験者等による市町村の将来についての広汎かつ
深い検討
・ 住民の直接の声の反応
・ メンバーは主として学識経験者, 各手団体の長, 行政
機関の長等で, 一般の住民が自由に参加できない
・ 人数が限られる

・ 直接住民が市町村の行政上の思想決定に参加する機会
を与える
・ 実際には全部の住民が積極的に参加するものではな
く, 特定層の住民の参加
・ 具体的なプロジェクトについては活発に意見が出る
が, 市町村全体の将来ビジョンのような抽象的な問題は
意見が出ない
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